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１０ ．管理者・サービス管理責任者等について

（１）管理者の責務

事業所の管理者は、事業所の従業者及び業務の管理、その他の管理を一元的に行わなければ
ならない。また、従業者に規定等を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

①管理者は、運営する事業の指定基準、サービス提供の方針、利用者からの苦情やサービス提
供中の事故の発生状況などについて把握していることが求められています。

②管理者は、適切な事業運営のため、利用者・業務全般、事業所全体について把握し、従業者
に必要な指示、業務等の指揮命令を行う。

（２）要件

基準省令及び市ホームページを参照

（３）勤務体制の確保

勤務体制の確保のため、勤務表は月ごと・事業所ごとに「シフト予定表」と「実績（タイム
カード表等）」を作成し、保管する必要があります。
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（４）サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者（以下、「サービス管理責任者等」と
いう。）の要件

①実務経験年数：保有する資格等により必要年数が異なります。

②研修終了要件：基礎研修、実践研修を修了

資格維持のためには、実践研修を修了した者は、翌年度から５年間の

間に更新研修を修了する必要あり。（研修受講のための実務経験要件有）

（５）研修受講における実務経験要件

基礎研修 実践研修 更新研修

サービス管理責任者等として
の実務経験要件を満たす２年
前から受講可。

基礎研修終了後２年以上、
サービス管理責任者等として
配置するのに必要な実務経験
が必要。

過去５年間に２年以上のサー
ビス管理責任者等・管理者・
相談支援専門員の実務経験。
又は現にこれらの業務に従事
していること。
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（６）サービス管理責任者等の実務経験（OJT）について

サービス管理責任者等として従事するための実務経験として算定できる事業・施設等は、厚生
労働省・こども家庭庁告示に定められたものが対象です。

関係告示
・指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの
（平成18年９月29日厚生労働省告示第５４４号）

・障害児通所支援又は障害児入所支援の提供の管理を行う者としてこども家庭庁長官が定める
もの（平成24年３月31日厚生労働省告示第２３０号）

※ ご自身の職歴がいずれの事業・施設等に当たるかご不明の場合は、従事していた又は従事し
ている事業所等へお尋ねください。

１０ ．管理者・サービス管理責任者等について
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１１．常勤・非常勤、専従・兼務について
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１１．常勤・非常勤、専従・兼務について

（１）常勤換算方法

（従業者の勤務のべ時間数）÷（※常勤の従業者が勤務すべき時間数）＝常勤換算の数

※について、１週間に勤務すべき時間数が32時間を下回る場合は32時間を基本とする。

（２）所定労働時間の短縮処置（育児、介護、治療のための短時間勤務）

「母性健康管理措置」（男女雇用機会均等法）や「育児・介護休業法」（育児休業、介護休業など
育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律）や厚生労働省の各ガイドライン等に沿って就
業規則等に規定されている場合、30時間以上の勤務で、常勤の従業員が勤務すべき時間数を満たし
たものとし、常勤換算１として取り扱うことを可能とする。
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１１．常勤・非常勤、専従・兼務について

・法人として常勤の職員であっても複数の事業所で勤務している場合は、それぞれの事業所に
おいて「専従・非常勤」に該当します。雇用契約でなく、当該事業所において勤務する時間数
によって常勤・非常勤の別が決まります。

・非常勤職員が「病欠、有給休暇等」により欠勤している場合、常勤換算に含めることはでき
ない。

・常勤職員が「病欠、有給休暇等」により欠勤している場合、1月を超えるものでない限り、
常勤として勤務したものとして常勤換算に含めることが可能。

例：常勤の職員が勤務すべき時間が週40時間と定められている場合
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１２．個別支援計画等の作成・共有
について
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１２．個別支援計画等の作成と共有について

個別支援計画作成に係る業務の流れ

②原案の作成

①アセスメント

③支援担当者会議

⑤利用者へ説明・同意
・交付

⑥モニタリング

①本人の意思確認・日常生活の様子、関係者からの情報収集、
生活史等本人の情報等から課題等を把握し、支援する上での適
切な支援内容を検討すること。

③支援担当者会議は、実際に支援を行っている職員の参加も望
ましい。また、出席者・発言者・議事録等の記録を残すこと。

⑤利用者又はその家族（児童の場合は通所給付決定保護者）に
対し説明し、同意・署名を得ること。利用者及び相談支援事業
所へ交付すること。

⑥少なくとも６月又は３月に１回以上（サービスにより異な
る）見直しを行い議事録や結果を記録すること。
※必要に応じて個別支援計画の見直しを行うこと。

④原案の修正
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１３．サービス提供の記録について
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事業者は、サービスの提供日、内容、その他必要な事項をその都度記録し、利用者へその
内容について確認を受けなければならない。

①当該サービスの提供日、具体的内容、実績時間数等をその都度記録

②記録した内容は、その都度利用者へ確認を得なければならない。

③個別支援計画の見直しなど、今後のサービス提供に活かすことができるようサービス提供
の記録には、利用者の心身の状況な等を詳細に記録してください。

１３．サービス提供の記録について
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１４．運営規定・重要事項説明書・
利用契約書について

18



１４．運営規定・重要事項説明書・利用契約書について

（１）「重要事項説明書」と「運営規定」について

①「重要事項説明書」と「運営規定」の内容（営業日時、実施地域など）について、整
合するものとしてください。

②「運営規定」の内容を変更した場合は、変更した日から１０日以内に変更届の提出が
必要です。

※「重要事項説明書」の内容を変更した場合、特に届出の必要はございませんが、他
の書類と相違ないようにしてください。

（２）「重要事項説明書」と「利用契約書」の説明及び同意について

①「重要事項説明書」と「利用契約書」においては、利用申込者本人（児童の場合は支
給決定保護者）の署名等が必要です。

② 利用契約は、法人代表名で締結する必要があります。管理者等の名前で締結するには
権限の委任が必要となります。
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【運営規定の必要記載事項】
①事業者、事業所概要（法人名、主たる事務所所在地、連絡先等）
②事業の目的、運営方針、主たる対象の障害の種類、営業日、利用料金、実施地
域、提供するサービスと支援内容及び提供方法、利用定員等
③管理者氏名及び従業者の勤務体制、職務内容
④営業日及び営業時間等
⑤利用者から受領する費用（交通費等）、請求及び支払い方法について
⑥利用者負担額等に係る管理
⑦サービスの利用に当たっての留意事項
⑧緊急・事故発生時等における対応方法
⑨非常災害対策
⑩苦情解決の窓口・連絡先、運営適正委員会等
⑪個人情報の保護
⑫虐待防止に関する事項
⑬身体拘束等の禁止
⑭業務継続計画の策定
⑮衛生管理の徹底
⑯その他運営に関する重要事項

１４．運営規定・重要事項説明書・利用契約書について
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【重要事項説明書の必要記載事項】
①事業者・事業所概要
②事業の目的及び運営方針、実施地域等
③営業時間及びサービス提供時間
④従業者の職種・業務内容
⑤設備の概要
⑥サービスの内容
⑦サービス利用料金、利用者への請求方法
⑧虐待防止について（責任者名）
⑨苦情解決について
⑩緊急時の対応（利用者の医療機関名、協力医療機関、緊急連絡先）
⑪非常災害時の対策
⑫記録や情報の管理、開示の方法等
⑬秘密保持について
⑭苦情・要望の受付窓口
⑮事故発生時の対応
⑯利用者（又は代理人）の署名

１４．運営規定・重要事項説明書・利用契約書について

21



１５．連絡事項
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１５．連絡事項

（１）お問い合わせについて

指定基準、運営基準、人員基準、各種加算等に関するお問い合わせについては、「那覇
市オンライン申請システム」にてお問い合わせください。

お問い合わせを行う前に、必ず、法人及び事業所内で質問内容の検討を行ってくださ
い。事業所の見解・根拠等、項目に漏れがある場合は回答いたしません。

また、事業者ハンドブック及び関係法令や厚生労働省通知等で自ら確認できる内容の質
問については回答いたしません。

【よい例】〇〇加算の要件について根拠法令第〇条において〇〇と示されており、当事

業所では〇〇と解釈し算定可と考えるが正しいか。

【回答できない例】〇〇加算の要件について〇〇を満たせばとれるのか。

〇〇加算はとれますか。
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１５．連絡事項

（２）変更届・加算届の提出について

令和７年９月以降よりオンラインでの届出のみとなっております。窓口や郵送・メー
ルでの届出は受付いたしませんのでご留意ください。

【注意事項】

・変更届は、原則変更があった日から10日以内にオンラインで届出してください。

・加算を新規に算定する場合・算定区分が上がる場合は、各月15日までの提出で翌月よ
り加算変更とします。申請時間が15日を過ぎた場合は、翌々月からの加算変更となりま
すので、時間に余裕をもって届出してください。

・算定する加算の届出が未添付、添付があっても内容の記載がない場合は申請却下とし
ます。

提出する前に、市ホームページにて掲載している「加算届及び変更届のオンライン申
請システムによる届出」を一読してください。
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１５．連絡事項

（３）指定更新手続きについて

指定更新の書類については、遅くとも指定有効期限終了の前々月20日までに、障がい
福祉課事業所指定グループへ提出が必要となります。

指定更新有効期間を過ぎた場合は、那覇市での指定が失効し、介護給付費等の請求が
できなくなります。昨今、消防法令適合通知書の添付が間に合わず指定更新が遅れる事
業所が多く見受けられます。事前に、消防法令適合通知書等の検査に関する手続きを確
認し提出期限までに提出を行うとともに、利用者に対し継続的にサービス提供ができる
ように運営をおこなってください。
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おわりに

以上で、令和７年度指定障害福祉サービス事業者等集団指導 全サービス共通を終わります。

つづいて、サービス別の動画を視聴してください。


